
 

第２回 墨田区国民保護協議会 次第 
 

平成１８年９月７日（木） 

午後２時～ 

（区役所１７階第１委員会室） 

 
１ 開会 
 
 
 
２ 委員の交替 
 
 
 
３ 会長（墨田区長）あいさつ 
 
 
 
４ 諮問 
 
 
 
５ 議事 
（１） 墨田区国民保護計画（原案）について 
 
 
 
（２） その他 
 
 
 
６ 閉会 
 
 
 
 

 

 

 

（担当）墨田区地域振興部危機管理担当 

安全支援課安全支援係 

電 話 03（5608）6199 

ＦＡＸ 03（5608）6425 

E ﾒｰﾙ anzensien@city.sumida.lg.jp 

〒130-8640 墨田区吾妻橋 1-23-20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

１８墨地危安第１号 

平成１８年４月１日 

 

 

墨田区国民保護協議会会長 様 

 

 

墨田区長 

 山 﨑   昇 

 

 

 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第３９ 

条第３項の規定に基づき、下記事項について、諮問します。 

 

 
記 

 

 

１ 墨田区国民保護計画の作成について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○写  



１８墨地危安第１３７号 
平 成 １ ８ 年 ９ 月 ７ 日 

 
 墨田区国民保護協議会委員 様 
 

墨田区国民保護協議会会長 
                               墨田区長 山 﨑   昇 

（公 印 省 略） 
 

「墨田区国民保護計画」（原案）に関する意見等の照会について（依頼） 
 
 日ごろ、本区の国民保護計画の策定業務等に対しまして、多大なご協力を賜り、厚くお礼

申し上げます。 
 さて、第２回墨田区国民保護協議会においてお示しいたしました「墨田区国民保護計画」（原

案）につきまして、内容をご検討いただき、ご意見、ご要望等をお寄せいただきたく、お願い申

し上げます。 
 なお、お寄せいただいたご意見等を参考にさせていただき、改めて、「墨田区国民保護計画」

（素案）を作成し、パブリック・コメントを実施する予定です。 
ご多忙中、誠に恐縮ではございますが、よろしくお願い申し上げます。 

 
記 

 
１ 希望回答期限 
  平成１８年９月２０日（水）までにお願いいたします。 
  ※ 特に、ご意見等がない場合につきましては、回答の必要はありません。 
 
２ 回答方法 

別紙「回答書」により、危機管理担当安全支援課あてファックスにてご回答ください。 
 
３ 回答の際の留意点 
（１）当該ページ番号をお示しのうえ、可能な限り、修文（追加）案文をご記入ください。 
（２）「回答書」の記入欄に不足が生じる場合は、大変お手数ですが、複写のうえご記入くださ

いますよう、お願いいたします。 
 
 
 
 

（担当）墨田区地域振興部危機管理担当 

安全支援課安全支援係  

〒130-8640 墨田区吾妻橋 1-23-20 

TEL 5608－6199（直通） 

FAX 5608－6425 



 

 
 

 

墨田区危機管理担当安全支援課 あて 

（ＦＡＸ：５６０８－６４２５） 

 

機関名                 

職 名                 

氏 名                 

 

頁 意  見 修文（追加）案文 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

墨田区国民保護計画（原案） 回答書 

別 紙 



墨田区国民保護計画作成のスケジュール（案） 

 
 
平成１８年 ２月 ７日 第１回国民保護協議会 

            ⇒「国民保護計画作成の基本的考え方」等の審議 
       
      ４月 １日 「国民保護計画作成について」諮問 

   
６月１９日 第１回国民保護協議会幹事会 

            ⇒「国民保護計画作成の基本的考え方」等の協議 
       

８月１４日 

            「国民保護計画」（たたき台）に係る庁内意見照会 

      ８月２１日 

 
      ９月 ７日 第２回国民保護協議会 

            ⇒「国民保護計画」（原案）に係る審議 
  

      ９月 ７日 

            「国民保護計画」（原案）に係る関係機関及び庁内意見照会 

      ９月２０日 

 
     １０月 上旬 第２回国民保護協議会幹事会 

            ⇒「国民保護計画」（素案）に係る協議 
 
     １０月 中旬  

            「国民保護計画」（素案）に対するパブリック・コメント   

     １１月 上旬 

 
     １１月 下旬 第３回国民保護協議会幹事会 

            ⇒「国民保護計画」（案）に係る協議 
 
     １２月 上旬 第３回国民保護協議会 

            ⇒「国民保護計画」（案）に係る審議 
             「国民保護計画について」答申 
 
     １２月 中旬 都知事への協議 

 
平成１９年 ２月    第４回国民保護協議会 

            ⇒「国民保護計画」（案）に係る都知事協議の報告 
             「国民保護計画」の決定に係る審議 
 
            「国民保護計画」決定 

 
      ３月    区議会へ報告 

 

 

 

 


